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１　はじめに

　前報では東京都心部における事業継続計画を立てる

必要のある地域を行政機能、産業規模、緊急整備地域

の観点から選定し、事業継続計画の遂行を支援するこ

と目的とした安全街区の具体的提案を行った。本報で

は首都直下地震を想定し、安全街区の評価を行う。
２　安全街区の評価

2.1　評価手法の提案

　本研究において提案した安全街区の有無で、既存研

究を参考にし被害想定を行う。被害想定の手法として

中央防災会議首都直下地震専門調査会が想定した東京

湾北部直下地震の地震概要を用いて同程度の地震を設

定し、大丸有地域の被害を算出する。

　被害想定手法として、建物被害、インフラ被害、営

業停止損害の項目に分けそれぞれの被害率を算出し、

各建物ごとにそれぞれの要素の被害率から事業継続の

停止確率を求め、これによって受ける被害を算定す

る。そして大丸有地域の全ての建物においてこの計算

を行うことで、企業が受ける被害額を算出する。

震源位置など、中央防災会議が公表していないデータ

に関しては中央防災会議の発表資料より推定し設定し

た。建物毎に地震の被害を計算し、資産価値に応じて

被害額を求め、企業が受ける合計被害額を安全街区の

提案前後で評価する。距離減衰式としては司・翠川

（1999 ） 等を使用した。

建物・インフラの状態をＣＡＳＥ1、2、3と設定する。

ＣＡＳＥ2,3 において本来インフラが 100％供給可能

である事は実際には難しい面があるが今回提案するラ

イフスポットの強度次第では震度7以上に耐えられる

ものが可能と考え（原子力発電所レベルの耐震性）、

またこのライフスポットは今後構築するものであるた

め 100％と設定した。（表1）

①翠川 （ 1999 ） 距離減衰式

Log ＰＧＶ
ｂ 600

＝ 0.58 Ｍｗ +0.0038 Ｄ + ｄ -1.29

　　　　　　　-Ｌｏｇ（Ｘ+0.0028*100.50Ｍｗ）-0.002・

Ｘ　　Log ＰＧＶ
ｂ 600

：Ｓ波速度 600m/s 相当硬質地盤上における最大速度（kine）

　Ｍｗ:モーメントマグニチュード

　Ｄ:震源深さ(10km)

　ｄ:地震のタイプ別係数（-0.02）＊プレート間地震…プレート境界地震

　Ｘ：断層最短距離

②翠川 （ 1994 ） 各微地形区分に応じた平均Ｓ波速度

　推定式

ＬｏｇＡＶＳ＝ a+b*LogH+c*LogD ±ρ

　ＡＶＳ：地表から地下 30 ｍまでの S 波速度（ｍ / ｓ）

　a,b,c：係数　　ρ：標準偏差

　H:標高（ｍ）　　D:主要河川からの距離（ｋｍ）

③松岡・翠川1994による表層地盤の速度増幅度算定式

ＬｏｇＡＲＶ＝ 1.83-0.66 ＬｏｇＡＶＳ　

　　ＡＲＶ：基準地盤上面に対する地表の速度増幅度

ＰＧＶ＝ＰＧＶｂ 600 ×ＡＲＶ

        ＰＧＶ：地表面最大速度（kine)

表 1　被害想定で検討するケースの概要

CASE            CASE2/安全街区）CASE3/安全街区

建物 現状 CASE1と同じ
1981年までの建物は建替する。
すべて強度を1.5倍にする。

インフラ 現状 100％供給可能 100％供給可能

2.2　首都直下地震時の建物被害の算出

2.2.1　建物被害

　建物の被害の算出方法の検討としては、ロス関数

（山崎 2000）で得られた全半壊率（全壊率 +半壊率）の

結果に、東京都被害想定で使用された宮城県沖地震か

らの全壊・半壊・一部壊の比を適用した。本来は全損

率、半損率等を用いるべきであるが、信頼性の高い調

査データがなかったため、全半壊率の方を使用した。

被害額に関しては、各建物被害率（図 1,2）に、建物

資産額と損失割合を掛け被害額を算出した（表 2）。建

物と設備の被害額は図 3 のようになった。ＣＡＳＥ1

とＣＡＳＥ 2に関しては、建物に関しては同じである

ため、同様の結果となった。また、ＣＡＳＥ 3では建

物被害と建物被害額は 54％減少した。

分類 種類 復旧額計算対象被害量 使用する原単位*

建物 建物（オフィスビル等）
全壊棟数+半壊棟数*0.5+
一部損壊棟数+0.25

新規建物1棟あたり
工事必要単価

設備 設備（償却資産）
全壊棟数+半壊棟数+一部
損壊棟数+0.25

償却資産額

表 2　被害割合の設定（詳細）　
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図 2　CASE3 の建物被害率
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図 1　CASE1,2 の建物被害率
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図 3　建物被害額

53%削減

2.2.2　インフラ被害（ＣＡＳＥ 1 の場合）

　インフラ被害率は東京都想定での被害率にＰＧＶ

（地表面最大速度）の大きさを考慮して設定したもの

をインフラのロス関数として用いることとする。但

し、各インフラにおいて、大丸有の地域特性を考慮し

て、それに応じた割合で被害率を軽減した。上水道と

下水道とガス管に関しては中央防災会議資料のＰＧＶ

による上水道の破断率の比を用いて、電力と通信に関

しては東京都の被害想定の電力線（地中ケーブル）の

断線率の比を用いることとする。また、ＰＧＶが小さ

い場合に関しては復旧日数を短く設定した。（表 3）

また建物設備の種類によってＡ、Ｂに分け業務継続に

必要なインフラを選定した（表 4、図 4,5）。

タイプＡ 電気空調（電気地冷）
タイプＢ ガス空調（電気地冷）もしくは不明の建物

上水道 下水道 電力 ガス 通信
タイプＡ ○ ○ ○ - ○
タイプＢ ○ ○ ○ ○ ○

表 3　設備タイプの内容

表 4　事業継続必要供給項目
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図 4　建物タイプ A

の全インフラ被害率

図 5　建物タイプ B

の全インフラ被害率

2.3　営業停止被害

　間接被害の試算方法は本来は大丸有のみの被害値を

求めるのは難しい。そこで統計データを元に、大丸有

の経済規模の値を数値化して捉え、最低限の被害を試

算する方法を提案する。今回の試算では、企業がお互

いに相手に与える影響は捉えない。また、大丸有にあ

る本社が営業を停止すると全国規模、世界規模でその

損害が拡大されることが考えられるが、正確な根拠が

ないため考慮しないとする。大丸有地域地域の営業停

止被害による損失を調べるため、大丸有地域に本社企

業が集積するという特性を活かし、大丸有に拠点を置

く企業を調査する。会社四季報より大丸有地域に本社

を置く企業のデータを調査し、一年当たりの売上高と

従業員数を集計し、従業員１人あたりの売上高を算出

し大丸有の就業者数との積を求める。これまでに求め

た建物被害率、インフラ被害率、建物面積と単位面積

当たりの一日の売上高を使って、建物あたりの経済被

害を計算する。

建物あたりの経済被害（円 / 日）

＝（建物またはインフラが使えない確率）×建物の売上高（円／日）

＝{1-（1- 建物被害率）×（1- インフラ被害率）}×建物述べ床面積（ｍ 2）

　×単位面積当たりの売上高（円 / ｍ 2）

＊建物被害率＝全壊率＋半壊率

＊インフラ被害率＝どれかのインフラが使えない確率

これによって最初の３日間の試算を行なう。３日間は

一般的に非常時とみなされる日数であり指標として重

要であるため算出した（図6）。営業停止被害は、建物

被害に比べて非常に大きく、ＣＡＳＥ 2、3 では共に

安全街区によって大きく減少することがわかり、いざ

地震が起こった場合に安全街区は非常に効果があるこ

とが分る。

３　まとめ

　地震の被害想定を利用してある地域における企業が

受ける被害額の算定手法を提案した。安全街区の提案

前後で、大丸有地域において東京湾北部地震が起きた

ときの被害額を計算し安全街区の評価を行った。企業

が受ける被害は、３日間の場合、インフラ保障のみの

ＣＡＳＥ 2では 64％、建物の耐震性を高めるＣＡＳＥ 3

では 84％軽減できることを示した。(図7）
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図 7　被害額合計（３日間）
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